
【今後の具体的な方針】

　「子育てしやすいまち」を実現するための大変重要な施策である。ゆりかご・すみだ事業を活用し、更に産後ケア事業の定
着を図っていくことで、妊娠期から出産期までの切れ目ない支援を充実させていく。また、母子健診のデータを活用し、デー
タヘルスの推進を図る。

○ (３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

【上記の判断理由】

　ゆりかご・すみだ事業は東京都補助事業であることから、これを有効に活用し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援
を行う。また、専門職が積極的に赤ちゃん訪問等を通して、より子育てしやすい環境づくりに取り組んでいることから現状維
持とする。

評価結果 施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

３ 施策の評価及び判断理由

評価 理由

Ｂ 　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、こんにちは赤ちゃん訪問実施率は低下しているが、その他の指標は向上
しているため

４　今後の施策の運営方針

指標の推移・施策の課題や問題点について記述 総事業費推移（千円）

　乳幼児健診の受診率は高い水準にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、赤
ちゃん訪問実施率は低下している。多様な背景をもつ子どもやその家族が切れ目なく支援を
享受できる地域づくりが求められる。
　令和元年度より、出産後の母子に対して、母親の身体回復と心理的な安定を促すための
産後ケア事業を開始し、令和2年度より外来型を追加して本格実施している。なお、令和４年
８月から日帰り型をモデル実施する。

R1 136,170

R2 144,290

R3 146,679

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

実績 98.2% 96.5% 95.2% 98.9% 91.6％

95.0% 98.0%
R3 R4 R5 R6 R7

目標 88.4%

基準年(H28) H29 H30 R1 R2

指　標　名 こんにちは赤ちゃん訪問実施率

75.0%

実績 67.6% データなし

R5 R6 R7
目標 67.6% 70.0%

指　標　名 「健康維持・健診等の母子保健サービスが充実している」と思う区民の割合

基準年(H28) H29 H30 R1 R2 R3 R4

施策 452 すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する

施策の目標
　すべての親と子が妊娠中から出産後まで切れ目ない母子保健サービスを受ける
ことで、区民が安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに子育てしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

基本目標 Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる

政策 450 健康寿命を大きく伸ばし、誰もが健康に暮らすまちをつくる



現状維持

令和3年度
10 アレルギー健診事業 4,119 880 4,999
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27

現状維持

令和3年度
9

周産期保健医療ネットワー
クシステムの運営 0 880 880

62

54

改善・見直しのうえ継
続

令和3年度
8 歯科衛生相談運営費 4,673 7,037 11,710

55

46.9

改善・見直し

令和３年度
7

母子歯科健康診査事業
（妊産婦歯科検診、歯と口
の健康週間普及事業）

11,720 2,639 14,359
60

未確定

現状維持

令和3年度
6

母子歯科健康診査事業
(３歳児・１歳６か月児歯科
健診）

9,444 7,037 16,481
92

95.8

現状維持

令和3年度
5 母子健康診査事業 34,989 73,005 107,994

68

63.6

改善・見直し

令和3年度
4 産後ケア事業 16,290 4,910 21,200

40

59.7

改善・見直し

令和3年度
3 母子保健指導事業 10,198 21,110 31,308

65

59.6

現状維持

令和3年度
2 母子訪問指導事業 15,955 2,639 18,594

65

59.6

90.4 令和3年度

年度実績値 評価対象年度

1
出産・子育て応援事業
（ゆりかご・すみだ事業）

39,291 5,277 44,568
97 改善・見直し

年度目標値 評価結果

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

番号 事務事業名
歳　出
決算額
（千円）

人コスト
（千円）

歳　出
総　額

（千円）

目的に対する指標 直近の評価内容



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 一部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

57,000 53,188 55,670 62,030 49,785 50,110

52,942 48,330 45,627 54,322 39,291 50,110

8,742 10,972 9,098 13,848

35,690 39,854 42,553 46,244 44,724 34,776

17,252 8,476 -5,668 -2,894 -14,531 1,486

92.9% 90.9% 82.0% 87.6% 78.9% 100.0%

5,906 5,243 5,437 5,277

52,942 54,236 50,870 59,759 44,568

執行実績報告書P（令和3年度） P.134-6-(1)

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） P.193-6-(1)

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業） 1

一般財源

目 的

妊娠期から出産期まで切れ目ない支援を目的とし、保健師などの専門職が妊娠中
の妊婦に対し面接を行う。面接を行った妊婦には育児負担軽減のための育児パッ
ケージを配布する。また継続して支援が必要な妊婦には支援プランを作成し適切
な支援を行う。

主管課・係（担当）

本所保健センター

保健指導係　3622-9137

対 象 者 区内に住所を有する妊産婦

墨田区出産・子育て応援（ゆりかご・すみだ）事業実施要綱

区独自基準 人員体制・委託先

財 源

国

都

その他

　区内の子育て世帯に対して、妊娠期から行政の専門職（助産師・看護師・保健師等）が関わることで、子育て期にわ
たって切れ目ない支援を行うことを目的に、妊娠届出をした妊婦に対し、専門職が面接を行う。令和２年度は４か所の
拠点で専門職（非常勤5・派遣2）が面接を行う。
　妊娠届出日にそのまま面接をすることができる妊婦に対しては、その日のうちに専門職が面接をし、「妊婦面接記録
票」を作成する。別の日を希望する妊婦に対しては、予約制で後日面接を行う。面接をした妊婦に対して、その場でこ
ども商品券（10,000円分）を育児パッケージとして配布する。
　専門職が面接を通じて作成した「妊婦面接記録票」をもとに、必要に応じて支援プランを作成し、関係機関と連携し、
継続的に支援をしていく。
　なお、妊娠届出後に面接を実施できなかった妊婦に対しては、出産予定日の２か月前までに面接の案内を送り、面
接を受けるよう促している。

経 過

開始年度 平成２７年度

H27.5　東京都による出産・子育て応援事業実施要綱が施行
H27.11　墨田区出産・子育て応援事業実施要綱を制定し、ゆりかご・すみだ事業を実施
R2.4　東京都出産・子育て応援事業がとうきょうママパパ応援事業へ再構築による変更

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報酬 5,396 報酬 会計年度職員報酬 5,547 報酬 会計年度職員報酬 5,697

職員手当等 1,043 職員手当等 会計年度職員手当 1,110 職員手当等 会計年度職員手当 1,140

需用費 36,047 需用費 育児パッケージ他 21,554 需用費 育児パッケージ他 29,715

役務費 529 役務費 郵便料 84 役務費 郵便料 84

委託料 11,307 委託料 労働者派遣 10,996 委託料 労働者派遣 13,466

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 90 90 90 92

実績 85.4 91.6 89.3 88.3

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 92 92 94 94 94 95

実績 97.9 85.5

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 95 95 96 96

実績 98.2 96.5 95.2 99

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 96 97 97 98 98 99

実績 91.7 90.4

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

労働者派遣

概要

会計年度職員報酬

会計年度職員手当

育児パッケージ他

郵便料

・都の補助事業が令和６年度で終了予定のため、育児パッケージのあり方等について検討をする必要がある。
・専門職の安定した確保が困難である。
・データを蓄積し、データに基づく効果的なアプローチを検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

改善・見直しのうえ継続
都の補助事業が令和６年度で終了予定のため、その後のあり方について都や
他区の動向を注視しながら検討をする必要がある。
面接に来所できない妊婦への対応として、オンラインでの実施を検討する。

手 段 に

対する指標

(活動指標)

課題・問題点

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

妊娠期からの支援により、出産・子育てに不安や孤独を感じている人の割合を減らし、新生児訪問の訪問率を100％
に近づけていくことができると考えられるため。

目 的 に

対する指標

(成果指標)

新生児訪問実施率

99 令和７

ゆりかごすみだ面接率

95 令和７

指標の選定理由及び目標値の理由

妊婦全員に面接を行うことで、より支援が必要な家庭を漏れなく拾い上げることができるため、面接率９５％を目標と
する。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 一部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

20,897 2,057 21,459 20,357 19,264 19,571

19,532 18,186 17,586 15,988 15,955 19,571

19,532 18,186 17,586 15,988 15,955 19,571

93.5% 884.1% 82.0% 78.5% 82.8% 100.0%

2,621 2,647 2,639

19,532 18,186 20,207 18,635 18,594

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

母子訪問指導事業 2

目 的 妊産婦及び新生児のいる家庭に訪問することにより、健康の保持増進を図るとともに、
切れ目ない育児支援を行う。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係　３６２２－９１３７

対 象 者 墨田区在住の１２０日以内の乳児。

母子保健法第１１条第１項

法令基準 人員体制・委託先 常勤１３人・助産師１０人

財 源

国

都

その他

新生児のいる家庭を訪問し、状況を把握するとともに、母へのメンタルアンケートを実施することで要支援家庭の早期
介入につながっている。

経 過

開始年度 昭和５０年代

新生児訪問として、未熟児や新生児の訪問実施。平成20年より「こんにちは赤ちゃん事業」もスタートし、訪問率100％
を目指している。

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） 執行実績報告書P（令和3年度） １３３－４



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報償費 15,233 報償費 15,366 報償費 18,850

需用費 280 需用費 233 需用費 335

役務費 322 役務費 356 役務費 386

備品購入費 65

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 95 95 96 96

実績 98.2 96.5 95.2 99

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 96 97 97 98 98 99

実績 91.7 90.4

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 60 60 62 62

実績 62.2 62.2 59.3 60.5

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 65 65 68 68 70 73

実績 53 59.6

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

目 的 に

対する指標

(成果指標)

１歳６か月児健診受診者のうち、墨田区で今後も子育てを
したいと思う割合

73 R７

新生児訪問実施率

99 R７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

最終的には、１２０日以内の乳児がいる全ての家庭の訪問を目標とする。（訪問率算出パターン１－２）

概要

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

墨田区で今後も子育てをしたいと思う保護者の増加を目指す。

課題・問題点

・新生児訪問(こんにちは赤ちゃん)は、出生通知票をもとに実施している。より早期の訪問を行うために、本事業のPRと
訪問する助産師等の確保が課題である。
・データを蓄積し、データに基づく効果的なアプローチを検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持
新生児のいる家庭を訪問し、状況を把握するとともに、母へのメンタルアンケー
トを実施することで要支援家庭の早期介入につながっている。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 一部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

10,365 10,924 10,912 11,352 11,161 11,095

9,847 10,644 10,568 9,269 10,198 11,095

9,847 10,644 10,568 9,269 10,198 11,095

95.0% 97.4% 96.8% 81.7% 91.4% 100.0%

23,624 20,971 21,173 21,110

9,847 34,268 31,539 30,442 31,308

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

母子保健指導事業 3

目 的 妊娠期、出産、産褥期と出産後の育児等についての知識を習得し、育児の仲間や
相談相手を作る機会とする。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係　3622-9137

対 象 者
出産準備クラス：区内在住で妊娠中の受講を希望する妊婦。　赤ちゃんとの上手なつきあい方：区内在住在勤で初め
て出産を迎える妊婦とパートナー。　　パパのための出産準備クラス：区内在住、申込み時点で妊娠20週以降の初産
婦の夫婦　周産期ネットワーク：墨田区周辺の医療機関

母子保健法第10条

法令基準 人員体制・委託先 常勤９人、雇いあげ４人、パパ学は委託

妊娠・出産・育児に関する講座等を実施することにより、妊産婦の知識習得や参加者同士の交流を図り、地域での孤
立化を防止する。また、父親も対象とすることで父親の育児参加を推進する。
育児に関する相談に応じるため、育児相談や講演会を実施する。
周産期医療を取り扱う近隣の医療機関の医師、看護師等及び助産院の助産師と年１回会議を行い、情報交換及び
今後の連携について検討を行う。

経 過

開始年度 昭和５０年代

「母親学級」4回コースで開始.。平成に入り「出産準備クラス」3回コースと「出産準備クラス心理講座」に名称と内容を
見直す。また、「パパのための出産準備クラス」も開始するが、参加希望者が多く、数年にわたり開催回数を増やし
た。平成28年度より事業委託し、平成30年度より、年間36回実施している。
令和2年度から新型コロナウイルス感染防止対策のため、パパのための出産準備クラスは、パートナーのみの参加。
出産準備クラス・2か月学級・育児相談は、予約制にして、人数を制限し、感染対策を実施した。

一般財源

財 源

国

都

その他

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） １９３－５ １３４－５執行実績報告書P（令和3年度）



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報償費 3,037 報償費 3,686 報償費 3,957

需用費 2,992 需用費 2,817 需用費 3,113

委託料 3,083 委託料 3,497 委託料 3,810

使用料及び賃借料 27 使用料及び賃借料 34 使用料及び賃借料 50

備品購入費 131 備品購入費 165 備品購入費 165

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 400 420 430 440

実績 408 466 581 505

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 450 460 470 480 490 500

実績 434 473

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 60 60 62 62

実績 62.2 62.2 59.3 60.5

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 65 65 68 68 70 73

実績 53 59.6

概要

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

パパのための出産準備クラス参加者数（父）

・令和2年度から新型コロナウイルス感染防止対策のため、パパのための出産準備クラスはパートナーのみの参加とし
ているが、今後の運営方法についても引き続きコロナ感染状況の動向を見る必要がある。
・データを蓄積し、データに基づく効果的なアプローチを検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

改善・見直しのうえ継続

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

墨田区で今後も子育てをしたいと思う保護者の増加を目指す。

課題・問題点

令和７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

区民のニーズに合わせて実施回数を検討していく必要がある。

目 的 に

対する指標

(成果指標)

１歳６か月児健診受診者のうち、墨田区で
今後も子育てをしたいと思う割合

73 令和７

500

事業内容はアンケートからも好評であり、区民ニーズに応え、また、知識の普
及や参加者間の交流も図れた。
パパのための出産準備クラスの事業委託が一定の効果をあげているため、出
産準備クラスの事業委託を検討する。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 全部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

4,087 17,392 17,300 20,743

1,533 12,875 16,290 20,743

2,043 12,139 7,785 10,371

1,021 6,069 8,650 10,372

0 0 -1,531 -5,333 -145 0

#DIV/0! #DIV/0! 37.5% 74.0% 94.2% 100.0%

492 3,495 4,877 4,910

0 492 5,028 17,752 21,200

執行実績報告書P（令和3年度） P.134-6(2)

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） P.193-6(2)

財 源

国

都

その他

・宿泊型産後ケア　　母子を施設に宿泊させ、産後ケアを行う。利用期間は３泊４日まで。
・訪問型乳房ケア　　助産師が利用者の自宅を訪問して乳房ケアの指導等を行う。利用回数は３回まで。
・外来型乳房ケア　　施設において乳房のケア及び育児の手技等についての指導や相談を行う。利用回数は、４回ま
で。

経 過

開始年度 令和元年度

核家族化が進み、親族等から離れて妊娠・出産するケースや産後に援助がなく、孤立や育児不安を抱えてしまうケー
スが増えてきていることから、周産期の母子を切れ目なくサポートできる新たな「産後ケア対策」に取り組む必要性が
出てきたため、本事業を開始した。
令和元年１０月開始　宿泊型産後ケア（モデル事業）　訪問型乳房ケア
令和2年4月　外来型乳房ケア開始
令和3年4月　「改正母子保健法」を受けて、訪問型乳房ケア、外来型乳房ケアの利用期間を産後1年までに拡大。

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

対 象 者 区内に住民登録がある産後1年未満（宿泊型利用にあったっては産後4か月未満）の母子

母子保健法第１７条の２、墨田区産後ケア事業実施要綱
母子保健医療対策総合支援事業実施要綱、とうきょうママパパ応援事業実施要綱

区独自基準 人員体制・委託先

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

産後ケア事業 4

目 的
「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援」を目的とし、出産後の母子に対
して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフ
ケア能力を育み母子とその家庭が健やかな育児ができるよう支援を行う。

主管課・係（担当）

本所保健センター

保健指導係　3622-9137



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報酬 2,640 報酬 会計年度職員報酬 2,717 報酬 会計年度職員報酬 2,793

職員手当等 510 職員手当等 会計年度職員手当 543 職員手当等 会計年度職員手当 559

需用費 63 需用費 消耗品 129 需用費 消耗品 142

役務費 132 役務費 郵便料 126 役務費 郵便料 126

委託料 9,529 委託料 産後ケア委託 12,774 委託料 産後ケア委託 17,123

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 90 90 90 92

実績 85.4 91.6 89.3 88.3

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 92 92 94 94 94 95

実績 97.9 85.5

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 ─ ─ ─ 20

実績 15.8

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 30 40 50 60 70 80

実績 20.9 59.7

95 令和７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

妊婦全員に面接を行うことで、周産期の母子を切れ目なく支援することができるため、面接率９５％を目標とする。
事 業 の

成 果

課題・問題点

・産後ケア事業を委託している医療機関・助産院などの委託先が増えてきているため、委託先の管理・調整を十分に行
い、母子が安心してサービスを利用できるように体制づくりをしていく。
・データを蓄積し、データに基づく効果的なアプローチを検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

改善・見直しのうえ継続

過去２年間は新型コロナウイルスの影響で利用控えが続いていると考えられ、
想定した利用実績・効果が得られていない。各医療機関と連携して感染症対策
を踏まえた事業展開を行いつつ、令和４年度途中からは新たに日帰り型産後
ケアを開始しサービスの拡充を図る。

指標の選定理由及び目標値の理由

産後ケアの利用しやすい環境を整えるため、ゆりかご面接した人の多くが申請できることを目標とする。

目 的 に

対する指標

(成果指標)

ゆりかご面接した人の産後ケア利用申請者率

80 令和７

ゆりかごすみだ　面接率

概要

会計年度職員報酬

会計年度職員手当

消耗品

郵便料

産後ケア委託

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 一部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

29,265 29,671 34,109 35,105 37,258 37,244

28,682 29,093 33,057 31,837 34,989 37,244

28,682 29,093 33,057 31,837 34,989 37,244

98.0% 98.1% 96.9% 90.7% 93.9% 100.0%

81,701 72,525 73,251 73,005

28,682 110,794 105,582 105,088 107,994

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

母子健康診査 5

目 的 乳幼児に対して各種健康診査（３～４か月、１歳半及び３歳）を実施することに
より、健康状態の保持・増進を図る。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係　３６２２－９１３７

対 象 者 生後３～４か月児、該当月の前月中に１歳６か月に達した幼児、該当月の前月中に３歳に達した幼児

母子保健法第12、13条

法令基準 人員体制・委託先 常勤８人、雇いあげ９人

財 源

国

都

その他

乳児健診：問診、身体測定、内科診察、保健指導、栄養指導等
１歳６か月児健診：問診、保健指導、栄養指導、心理相談等　　なお、内科健診については医療機関に委託し実施
３歳児健診：尿検査、問診、視力検査、聴力検査、身体測定、内科診察、保健指導、栄養相談等

経 過

開始年度 昭和２４年(乳児健診)

乳児健診は、昭和２４年から実施。ＢＣＧ接種と同時実施のため、２日制で実施していたが、Ｈ２８年より、ＢＣＧを医療
機関に委託のため、乳児健診は１日制となる。１歳６か月児健診は、昭和５３年から実施。内科健診は区内医療機関
に委託。３歳児健診は、昭和３６年から実施。平成元年に視力健診、平成４年に聴覚健診を実施。 令和2年4月5月に
おいては、緊急事態宣言のため、乳幼児健診の実施を、中止・延期した。

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） 192-1 執行実績報告書P（令和3年度） １３３－１



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報酬 2,296 報酬 2,290 報酬 2,296

職員手当等 444 職員手当等 460 職員手当等 460

報償費 26,134 報償費 28,548 報償費 29,693

需用費 2,409 需用費 2,628 需用費 2,719

役務費 91 役務費 85 役務費 129

使用料及び賃借料 464 委託料 1,467 委託料 1,783

使用料及び賃借料 464 使用料及び賃借料 144

備品購入費 230 負担金補助及び交付金 20

指　標 単　位 %

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 96 96 96 97

実績 97 96 96.8 95.3

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 97 97 98 98 98 98

実績 94.7 97.4

指　標 単　位 %

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 65 65 66 66

実績 65.4 65 61.5 62

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 68 68 70 70 72 73

実績 57.6 63.6

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

目 的 に

対する指標

(成果指標)

３歳児健診受診者のうち、墨田区で今後も
子育てをしたいと思う割合

73 R７

３歳児健診受診率

98 Ｒ７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

幼児の健康状態を把握することができ、受診率が高いほど幼児の健康の保持及び増進を図ることができる。

概要

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

墨田区で今後も子育てをしたいと思う保護者の増加を目指す。

課題・問題点

・対象人数が増加しているが、効率よく健診をすすめるために、体制拡充を行っている。そのことにより保健センターの
スペースが手狭になっている。
・データを蓄積し、データに基づく効果的なアプローチを検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持
乳健、１歳６か月、３歳健診は、集団検診のため、効率的に、比較的低コストで
実施している。特に３歳健診は、視力、聴力検査など実施項目も増えている。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

8,279 8,279 8,741 9,472 9,472 9,472

8,279 8,279 8,741 9,472 9,444 9,472

8,279 8,279 8,741 9,472 9,444 9,472

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 100.0%

6,990 7,058 7,037

8,279 8,279 15,731 16,530 16,481

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

母子歯科健康診査 6

目 的 各種歯科健診や歯科保健指導を受ける機会を通じ幼児と保護者の口腔の健康づくりを
支援する。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係 3622-9137 


対 象 者 1歳6か月児（1歳6か月を超え，満2歳に達しない幼児）、
3歳児（3歳を超え、満4歳に達しない幼児）

母子保健法第12条（健康診査）母子保健法施行規則第2条（健康診査）乳幼児に対する健康診査の実施について（厚
生省児童家庭局長通知平成10年4月8日 児発第285号）妊産婦、乳児及び幼児に対する歯科健康診査及び保健指導
の実施について（厚生省児童家庭局長・健康政策局長連盟通知　平成9年3月31日児発第231号・健政発第301号）に
基づき実施している。地域保健法

区独自基準 人員体制・委託先 常勤1人＋雇いあげ歯科衛生士

財 源

国

都

その他

母子保健法に基づき、３歳児歯科健康診査及び１歳６か月児歯科健康診査を実施する。
対象者には、生まれ月別に通知を送付する。

・３歳児歯科　向島ＨＣ　２４回実施　　　本所ＨＣ　元年度より３０回実施（６回増）
　　　　　　　　　向島・本所歯科医師会から歯科医師の派遣を受け、実施する。
・１歳６か月児歯科健診
　　　　　　　　　向島ＨＣ　２４回実施　　　本所ＨＣ　３０回実施(２９年度から歯科医師１人体制を２人体制とした。）
　　　　　　　　　向島・本所歯科医師会から歯科医師をの派遣を受け、実施する。
　　向島ＨＣの人員体制：令和２年度から、１歳６か月児歯科健診・３歳児歯科健診の歯科医師を２人体制とした。

経 過

開始年度 昭和３６年（３歳児健診開始）

3歳児歯科健康診査は母子保健法第12条基づき、昭和36年から実施されている。
平成9年度からは実施主体が区市町村となった。
1歳6か月歯科健診はむし歯予防には、早期の指導が必要であることから、母子保健法第12条に基づき昭和52年度
より区市町村が実施主体の事業として開始された。

本所ＨＣの人員体制：２９年度より本所ＨＣの１歳半児歯科健診の歯科医師を２人体制とし、元年度より３歳児歯科健
診を６回増やし３０回実施とした。
向島ＨＣの人員体制：２８年度から歯科医師を２４人分増やし、１歳半、３歳児歯科健診の対象者数の多い月に２人体
制実施。　令和２年度から１歳半、３歳児歯科健診の歯科医師を２人体制とした。

令和３年１２月７日区民福祉委員会において「子どもの健康に興味はあるが、自分の健康は後回しになっている保護
者も多い。この課題を乗り越えるために、親子で健診を受ける機会を設ける等検討してほしい。」との意見があった。

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） P192-2 執行実績報告書P（令和3年度） P133-2



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

賃金 9,472 賃金 賃金 9,472 賃金 賃金 9,472

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 45 45 50 50

実績 50.7 48.4 51 49.9

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 50 55 55 55 60 60

実績 48.5 46.9

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 90 90 91 91

実績 91.5 92.7 93.1 94.1

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 92 92 93 93 94 95

実績 94.3 95.8

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

目 的 に

対する指標

(成果指標)

３歳児歯科健診受診者のうち、むし歯のな
い者の割合

95 R７

３歳児歯科健診受診者のうち、かかりつけ
歯科医を持つ割合

60 R７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

区民自らが歯と口の健康の維持増進に努めるためには、かかりつけの歯科医をもち、定期健診及び必要な処
置を受けることが必要となる。

概要

賃金

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

むし歯のない者の割合が向上することは、むし歯を作らない歯科保健習慣の定着が図られていると捉えるこ
とができる。

課題・問題点

働く母親が増加していることもあり、1歳６か児健診から3歳児健診までの期間中に
一度も歯科相談室を利用しない児も多い。
そのような状況の児に対してのアプローチ方法について検討していく必要がある。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持

1歳６か月児・3歳児健診は、集団健診のため、経済性及び効率性が高い。
歯科保健指導の効果としてもむし歯罹患率の減少やかかりつけ歯科医を持つ
者の割合も増えてきている。
引き続き各種歯科健診や歯科保健指導を通じ、生涯にわたる歯と口腔の健康
基盤をつくっていく。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 一部委託

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

11,726 11,617 12,034 10,333 12,941 13,195

8,285 8,637 9,701 8,938 11,720 13,195

322 322 322 322 322 322

7,963 8,315 9,379 8,616 11,398 12,873

70.7% 74.3% 80.6% 86.5% 90.6% 100.0%

1,969 1,748 1,764

8,285 8,637 11,670 10,686 13,484

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

母子歯科健康診査事業(妊産婦歯科健診、歯と口の健康週間普及事業） 7

目 的

●妊産婦を対象に歯科健診を実施し、むし歯や歯周病等口腔内疾患の予防と早期発
見、適切な時期での治療を推進し、安心な出産、産後の母子の健康づくりを支援する。
●「歯と口の健康週間」普及事業を実施することにより、歯科疾患の予防に関する適切
な習慣の定着を図り、区民の健康を保持増進する。

主管課・係（担当）

保健計画課健康推進担当

03-5608-8514

対 象 者 ●「妊産婦歯科健康診査」：墨田区に住所を有する妊産婦
●「歯の衛生週間]普及事業：一般区民

母子保健法・地域保健法・「墨田区妊産婦歯科健康診査事業実施要綱」

区独自基準 人員体制・委託先 常勤２,(委託先)向島歯科医師会・本所歯科医師会

財 源

国

都

その他

●妊娠届出時に、妊産婦歯科健康診査票を交付し、歯科健康診査を受診勧奨する。
●妊産婦歯科健康診査の実施歯科医療機関において、歯科健康診査及び歯科保健指導を行う。
●歯と口の健康に関する普及事業の実施により、普及啓発、歯科健診及び指導を行う。

経 過

開始年度 平成18年度（妊産婦）

●妊婦歯科健康診査(個別健診)を平成18年度から開始した。
●平成29年度から、妊婦（妊娠中）に加え、産後1年未満までを受診期間とし、「妊産婦歯科健康診査」とした。
●平成31年度から受診回数を拡充し、妊娠中に１回、産後1年未満までに1回の計2回の受診とした。

育児にあたる父親の歯科健診（育メン歯科健診（仮称））の実施について要望を受けている。

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
●平成31年度から受診回数を拡充し、妊娠中に１回、産後1年未満までに1回の計2回受診とした。

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） P192-２ 執行実績報告書P（令和3年度） P133-２



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

需用費 238 需用費 受診票等 241 需用費 受診票等 242

委託料 8,700 委託料 健診委託料等 11,479 委託料 健診委託料等 12,953

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 40 40 40 40

実績 35.1 33.4 32.4 36.6

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 45 54 55 55 55 55

実績 38.6 41.8

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 50 50 50 50

実績 39.6 40.3 36.7 42.3

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 60 60 65 70 75 80

実績 44.7 48.5

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

目 的 に

対する指標

(成果指標)

かかりつけ歯科医を持つ割合

80 R7

妊産婦歯科健康診査受診者率（受診者のうちの妊婦の受
診率）

55 R7

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

妊産婦歯科健診の受診をきっかけに、かかりつけ歯科医の定着を図る。
（平成28年度までは妊婦のみの事業であった。）

概要

受診票等

健診委託料等

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

口腔の健康維持には、かかりつけ歯科医での定期的、継続的なケアが必要である。
（目標値は東京都歯科保健推進計画を参考とした。）

課題・問題点

●受診率は伸びているが、さらに歯科健診の重要性を周知し、受診を勧奨することより、出産前に必要な処置を受ける
区民を増やし、安心な出産と産後の母子の健康を支援する必要がある。
●今後は、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の対策を踏まえ、より効果的な普及啓発及び事業実施が
求められる。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

改善・見直しのうえ継続

●育児にあたる父親の歯科健診（育メン歯科健診（仮称））の実施について検
討を要する。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

5,669 5,114 5,166 4,667 4,758 4,744

5,590 5,069 5,107 4,667 4,673 4,744

5,590 5,069 5,107 4,667 4,673 4,744

98.6% 99.1% 98.9% 100.0% 98.2% 100.0%

6,990 7,058 7,037

5,590 5,069 12,097 11,725 11,710

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

歯科衛生相談運営 8

目 的
乳幼児のむし歯の多発時期である3歳未満の乳幼児とその保護者を対象に歯科健診、
歯科予防処置、歯科保健指導を実施することにより、むし歯の予防及び進行を抑制し、
乳幼児の健全な育成を図る。

主管課・係（担当）

本所保健センター

03-3622-9137

対 象 者 ３歳未満の乳幼児と保護者

母子保健法第12条（健康診査）母子保健法施行規則第2条（健康診査）乳幼児に対する健康診査の実施について（厚
生省児童家庭局長通知平成10年4月8日 児発第285号）妊産婦、乳児及び幼児に対する歯科健康診査及び保健指導
の実施について（厚生省児童家庭局長・健康政策局長連盟通知　平成9年3月31日児発第231号・健政発第301号）に
基づき昭和50年から実施している。地域保健法

区独自基準 人員体制・委託先 常勤1人＋雇いあげ歯科衛生士

財 源

国

都

その他

母子保健法に基づき、１歳６か月児歯科健診及び３歳児歯科健診が実施されることを踏まえ、３歳未満の乳幼児と保
護者を対象に、継続的な歯科健康診査・指導・予防処置を行う。
歯科定期健診：3～4か月ごとに口腔内を健診する。　歯科医師会に歯科医師を派遣依頼し、実施している。
歯科指導：むし歯予防を主体とした保健指導。また幼児の発育発達段階に合わせ、健全な永久歯列の育成を目指
す。
予防処置及びフッ素塗布を実施する。

経 過

開始年度 昭和５０年

母子保健法第１３条に基づき実施。平成１０年度までは、歯科定期健診を各センターで年間４８回実施していたが、利
用者の要望、事業の目標達成のために、１１年度より年間３６回とし、歯科保健指導日の回数を増やし、健診から指
導に重点を移した。２３年度より幼児の人口が増えたため、指導日を12回増やした。
かかりつけ歯科医の定着が増え、定期健診の受診者数が減ってきた。

令和３年１２月７日区民福祉委員会において「子どもの健康に興味はあるが、自分の健康は後回しになっている保護
者も多い。この課題を乗り越えるために、親子で健診を受ける機会を設ける等検討してほしい。」との意見があった。

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） 193 3 執行実績報告書P（令和3年度） 133 3



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

賃金 3,210 賃金 賃金 3,209 賃金 賃金 3,210

需用費 932 需用費 需用費 946 需用費 需用費 954

委託料　 52 委託料　 委託料　 58 委託料　 委託料　 107

使用料及び賃借料 463 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 460 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 463

負担金補助及び交付金 10 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 0 負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 20

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 3,900 3,900 3,900 3,950

実績 4,008 4,004 3,766 3,070

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 3,950 3,950 4,000 4,000 4,000 4,000

実績 2,630 2,675

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 45 45 50 50

実績 50.7 49.7 52.2 49.9

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 50 55 55 55 60 60

実績 48.5 46.9

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

負担金補助及び交付金

目 的 に

対する指標

(成果指標)

３歳児歯科健診受診者のうち、かかりつけ
歯科医をもつ者の割合

60 R７

歯科衛生相談室の利用者数

4,000 R７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

利用者数の増加が幼児のむし歯予防につながる。
また、健診や予防処置等に慣れることにより、かかりつけ歯科医を持つよう勧めている。

概要

賃金

需用費

委託料

使用料及び賃借料

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

区民自らが歯と口の健康の維持増進に努めるためには、かかりつけの歯科医をもち、定期健診及び必要な処
置を受けることが必要となる。

課題・問題点

フッ素塗布を含めた、歯科衛生相談の運営について、令和５年度に向けて検討する。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

改善・見直しのうえ継続

幼児の歯科保健に係る保護者の不安や悩みに答えることにより、健全な子育
て支援のための事業として機能している。
引き続き、各種歯科健診や歯科保健指導を通じ、生涯にわたる歯と口腔の健
康基盤をつくっていく。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

60 60 60 60 65 65

45 35 35 30 0 65

45 35 35 30 0 65

75.0% 58.3% 58.3% 50.0% 0.0% 100.0%

492 437 440

45 35 527 467 440

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

周産期保健医療ネットワークシステムの運営 9

目 的
墨田区では施設分娩がほぼ１００％であり、約６割が墨田区内及び隣接区の周産
期医療機関で出産している。このことからハイリスク母子に早期に対応するため
に地域の周産期医療機関相互のネットワークシステム連携強化を図る。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係　3622-9137

対 象 者 墨田区周辺の医療機関

法令基準 人員体制・委託先

周産期医療を取り扱う近隣の医療機関の医師、看護師等及び助産院の助産師と年１回会議を行い、情報交換及び今
後の連携について検討を行う。

経 過

開始年度 平成18年度 終了予定

　平成17年度の調査で、約6割が区内および近隣区の医療機関で出産しているが、当時の新生児訪問率は８０％で、
リスクの高い事例への家庭訪問が半分くらいしか実施できていなかった。ハイリスクな母子を早期に把握し関わること
で、児童虐待の発生予防を効果的に進めていけることが示唆されていることから、区内・近隣区の各医療機関と情報
共有の場が必要と判断し、周産期ネット会議を開催することとした。開始当初は、年2回実施していたが、顔が見える連
携が深まってきたため、H26年度から年1回とした。
　現在、新生児訪問の訪問率は９８％までに達している。
令和2年度は、コロナウイルス感染症対策のため、会議を書面開催とした。

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和３年度は見込み）

財 源

国

都

その他

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

主な事業費用の説明 ・ネットワーク会議の参加者への謝礼のための報償費

予算書P（令和3年度） P.193　6-3 執行実績報告書P（令和2年度） １３３－４



指　標 単　位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 9 10 10 10

実績 9 8 8 6

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 11 11 11 11 12 12

実績 10

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 55 58 58 60

実績 58 52 58

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 60 62 62 63 63 65

実績 52

事 業 の

成 果

手 段 に

対する指標

(活動指標 )

　　　　　参加医療機関

12 R７

指標の選定理由及び目標値の理由

参加医療機関が増加することが連携強化につながる。

目 的 に

対する指標

(成果指標 )

 参加医療機関で出産した区民の割合

65 R７

指標の選定理由及び目標値の理由

課題・問題点

・里帰り分娩による遠方での出産が2割程度みられるため、虐待ハイリスク母子の把握状況が１００％に満たない。

参加医療機関で出産した区民の割合が増加することにより、より多くの情報共有を図ることができる。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持
墨田区周辺の医療機関と連携することで、より早期の情報提供・かかわりを持
つことができ、虐待を予防することができるため。



施 策 452

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

終了予定

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

4,066 4,083 4,291 4,155 4,297 4,391

3,907 4,025 4,220 3,608 4,119 4,391

3,907 4,025 4,220 3,608 4,119 4,391

0 0 0 0 0 0

96.1% 98.6% 98.3% 86.8% 95.9% 100.0%

888 874 882 880

3,907 4,913 5,094 4,490 4,999

すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援する 部内優先順位

アレルギー健診事業 10

目 的 小児ぜんそくの発症防止のため及び健康の回復および疾病の予防を目的として、診察
とあわせて、保健指導、栄養相談を行い、さらなる健診の充実に努める。

主管課・係（担当）

本所保健センター

事業係　3622-9137

対 象 者 乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診・育児相談時に個別指導で把握したアレルギーに心配がある者

公害健康被害の補償等に関する法律

法令基準 人員体制・委託先 常勤２人・雇いあげ３人

財 源

国

都

その他

小児アレルギー専門医による診察、保健指導、栄養指導

経 過

開始年度 昭和６３年

    小児ぜんそくの発症防止のため及び健康の回復および疾病の予防を目的として、事業を開始
本事業の対象者のスクリーニングを目的に乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診の問診時にアレルギーに関する
聞き取りを実施しているが、平成19年度より正確なスクリーニングを実施するために各健診の問診用保健師の賃金を
計上。
平成26年度よりアレルギー相談事業廃止に伴い環境検査キット(ダニアレルゲン検査キット)を本事業予算で購入開始

予算・決算額推移（単位：千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和4年度は見込み）

一般財源

執行率（％）

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

予算書P（令和4年度） １８７-３ 執行実績報告書P（令和3年度） １２８－３



節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報償費 3,467 報償費 3,957 報償費 4,006

旅費 0 旅費 1 旅費 3

需用費 129 需用費 138 需用費 229

役務費 12 役務費 14 役務費 15

備品購入費 104 備品購入費 138

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 60 60 70 70

実績 56 64 58 44

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 80 90 96 96 72 48

実績 35 37

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 ━ 120 100 80

実績 145 104 59 43

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 65 50 40 30 25 20

実績 38 27

予算・決算の内訳（単位：千円）

令和２年度（決算） 令和３年度（決算） 令和４年度（予算）

目 的 に

対する指標

(成果指標)

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成の被認
定者数（気管支ぜん息　0～17歳）

20 R７

受診者数

48 R７

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指標の選定理由及び目標値の理由

受診者数の増加がアレルギー疾患の発症防止につながる。

概要

事 業 の

成 果

指標の選定理由及び目標値の理由

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成の被認定者数の減少を目指す。

課題・問題点

ポスターやチラシで周知を図っているが、利用人数が伸び悩んでいる。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持
専門医の診察や栄養、保健指導を受けることでアレルギーへの知識の普及が
図られ、小児ぜん息の発症予防につながる。


